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第９回 再発防止対策検証委員会報告（平成21年3月6日）第９回 再発防止対策検証委員会報告（平成21年3月6日）

○ 北陸電力におかれては 今後とも 現在の取り組みを

はじめに

○ 北陸電力におかれては、今後とも、現在の取り組みを
継続し、再発防止対策の更なる浸透を図り、安全性の
一層の向上に、たゆまず努められたい。層の向上に、たゆまず努められたい。

○ また、再発防止対策が、現場の実態や意見を確認しな
がら 社内の各職場における自律的な活動として定着しがら、社内の各職場における自律的な活動として定着し、
日常業務に取り込まれていくことを要望する。

当社は、平成21年度において、再発防止対策28項目を
「企業風土改革に向けた取り組み」として活動を継続し「企業風土改革に向けた取り組み」として活動を継続し
つつ、日常業務化に向けた取り組みを推進。
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第10回再発防止対策検証委員会（平成21年10月21日）第10回再発防止対策検証委員会（平成21年10月21日）はじめに

＜審議内容＞

➣ 再発防止対策の日常業務化の推進

・日常業務化の基本的考え方

日常業務化に向けた取り組み状況（4 9月）・日常業務化に向けた取り組み状況（4～9月）
（発電所視察、映像資料による検証を含む。）

➣ 効果の継続的確認➣ 効果の継続的確認
「コンプライアンス意識に関する従業員アンケート」(H21.3実施）集約結果

＜委員長まとめ＞

➣ 「隠さない風土」は着実に定着している。

➣ 今回の一連のトラブルは原子力の安全の本質に関わる
ものではないが、ヒューマンエラーが連続して発生した
ことを真摯に受け止め 今後 協力会社と一体となった
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ことを真摯に受け止め、今後、協力会社と 体となった
徹底した取り組みを要望する。



第10回再発防止対策検証委員会でのご意見への対応第10回再発防止対策検証委員会でのご意見への対応

主なご意見 当社の対応

安 ➣ ヒューマンエラーが連続して発生 本資料「Ⅱ ヒュ マンエラ 低減に向けた取り組み」参照

はじめに

安
全
文
化
の

➣ ヒューマンエラーが連続して発生
したことを真摯に受け止め、今後、
協力会社と一体となった徹底した
取り組みを要望する。

本資料「Ⅱ.ヒューマンエラー低減に向けた取り組み」参照

の
構
築

➣ 協力会社に対しては、責任感を
ひしひしと感じるような厳しい対応
も必要。

➣ 今回の事務本館増設工事における火災については、
調査の結果、当社のルールの多くを守っていなかった
ことが判明したため、元請会社に厳重注意を行うととも
に、当該作業員は退所させております。に、当該作業員は退所させております。

➣ 全作業員に対する入所時教育において、今回の事例を
継続紹介し、ルールの逸脱が見られた場合には、その程
度に応じて、厳しい対応を取らざるを得ない旨の周知・
浸透を図っております浸透を図っております。

そ
の
他

➣ 対外的な関係においてナーバスに
なり過ぎて萎縮しないように。

➣ 現在、経営層と発電所員のフランク対話や、各種行事
等による、請負者も含めたコミュニケーションの円滑化、
自律的な改善活動等、職場のモチベーション向上に向け他 自律的な改善活動等、職場の チ ション向 に向け
た取り組みを実施しており、今後も取り組みを継続して
いくこととしております。

➣ また、「世界一（行動・環境・施設が）クリーンな
発電所」を目指す「クリーン活動」の展開を通じ 所員

4

発電所」を目指す「クリ ン活動」の展開を通じ、所員
が萎縮せず誇りを持って業務を行う発電所となるよう
努めております。



第11回再発防止対策検証委員会（平成22年3月23日）第11回再発防止対策検証委員会（平成22年3月23日）

＜審議内容＞

はじめに

➣ 再発防止対策の実施状況と効果の確認結果

○「隠さない風土」「安全文化」を二本柱とする再発防止○「隠さない風土」「安全文化」を二本柱とする再発防止
対策を４つの事項に分けて検証。

➣ 原子力施策の確実な実施

➣ コンプライアンスの徹底

➣ 社内外での双方向コミュニケーションの推進

➣ 技術力 品質管理の向上

➣ ヒューマンエラー低減に向けた取り組み

➣ 技術力・品質管理の向上

➣ ヒュ マンエラ 低減に向けた取り組み

➣ 平成21年度の取り組みに対する評価

5



原子力の保安活動に係る管理サイクルによるもの 社内計画の管理サイクルによるもの

＜参考：再発防止対策一覧（第10回再発防止対策検証委員会資料 抜粋）＞

Ｎｏ 対 策 名

＜原子力施策の確実な実施＞

１ 迅速かつ確実な対外通報・報告の実施

２ 「トラブル対策会議」における運営ル ルの徹底

Ｎｏ 対 策 名

＜コンプライアンスの徹底＞

５ 企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の継続

プ 教育 実施２ 「トラブル対策会議」における運営ルールの徹底

３ 発電所情報の国及び経営層・原子力本部への確実な伝送

４ 原子炉主任技術者による保安の監督の徹底

１４ 経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明

６ コンプライアンス教育の実施

７ 経営幹部及び管理職全員に対するコンプライアンス教育
の実施

８ 集団討議を中心とした各職場での自律的活動の実施１４ 経営トップからの 安全最優先」の強力な意志表明
（安全を最優先した工程の設定・運用）

１７ 発電所内の組織強化・増員

２０ 失敗事例に学ぶ仕組みの推進

外部組織 よる評価 活

８ 集団討議を中心とした各職場での自律的活動の実施

９ コンプライアンスに関する誓約書の署名の実施

１０ コンプライアンスメールマガジンの発信

１１ 全社行動規範と原子力発電所業務規範の充実
２１ 外部組織による評価の活用

２４ 法令手続きの確実な実施

２５ 原子力を支えるプロを育成する仕組みの推進

２６ 請負者との協働体制の推進

１３ 管理職の管理能力向上教育の実施

＜技術力・品質管理の向上＞

１４ 経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明２６ 請負者との協働体制の推進

２７ 臨界事故の再発防止対策の推進

＜社内外での双方向コミュニケーションの推進＞

１４ 経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明
（安全文化構築・劣化防止に向けた取り組み等）

１８ 事故・トラブル時の応援の着実な実施

１９ 品質管理の充実

敗事例 学 仕組 推進１２ 部門間の人事交流の実施

１４ 経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明
（経営方針明文化､地域への安全最優先のメッセｰジ発信）

１５ 原子力本部、地域共生本部による地域と一体となった事業

２０ 失敗事例に学ぶ仕組みの推進

２２ マイプラント意識向上のための施策の推進

２３ 技術教育と部門横断的な法令教育の推進

２４ 法令手続きの確実な実施原子力本部、地域共 本部 よる地域と 体とな た事業
運営の推進

15-2 地域の皆さまとの双方向の対話活動の推進

１６ 経営層と現場第一線社員とのフランクな対話の実施

２４ 法令手続きの確実な実施

２６ 請負者との協働体制の推進

２８ 再発防止対策の定期的な評価・改善
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Ⅰ 再発防止対策の実施状況と効果の確認結果Ⅰ．再発防止対策の実施状況と効果の確認結果

１．原子力施策の確実な実施

２ コンプライアンスの徹底２．コンプライアンスの徹底

３．社内外での双方向コミュニケーションの推進

４．技術力・品質管理の向上
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平成21年度再発防止対策の実施状況と効果の確認＜概要＞平成 年度再発防 対策の実施状況と効果の確認＜概要＞

○ 平成21年度は、再発防止対策28項目を「企業風土改革に向けた取り
組み」として活動を継続しつつ 日常業務化に向けた取り組みを推進

テーマ

組み」として活動を継続しつつ、日常業務化に向けた取り組みを推進。

➣ 実施回数や人数で進捗管理する施策については すべて年度末➣ 実施回数や人数で進捗管理する施策については、すべて年度末
までに進捗率100％を達成する見込み。また、進捗率で管理しない
施策についても、確実に実施。［行動］
（※以 個別施策説明ペ ジ 回数 人数等は ずれもH22/2月ま 実績）（※以下、個別施策説明ページでの回数・人数等はいずれもH22/2月までの実績）

➣ 各種アンケート調査等により、「隠さない」「安全最優先」意識
は着実に向上していることを確認。［意識］は着実に向上していることを確認。［意識］

➣ 社内規則の整備、社内計画への織り込み等、日常業務としての
継続方法の整理を完了。［仕組み］

○ 各対策の実施に当たっては、社長を委員長とする「原子力安全信頼
回復推進委員会」にて実施状況等を確認し ＰＤＣＡサイクルを確実
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回復推進委員会」にて実施状況等を確認し、ＰＤＣＡサイクルを確実
に回すことで、フォローアップを実施。



■「日常業務として継続的に実施・改善される（ＰＤＣＡ）仕組み」のイメージ図

＜参考：第10回再発防止対策検証委員会資料 抜粋＞

（チェックの方
法）

（評価・改善）

P Ｄ Ｃ Ａ P ・・・

（計画） （実施）

再
発
防
止
対

原
子
力
安
全

定期的な実施状況確認

・実施回数等の把握

①行動面の確認・評価
法）

原子力の保安活動に係る
管理サイクル*1

対
策
検
証
委
員

全
信
頼
回
復
推

社長による評価・改善

・年間の活動について
評価し、必要な改善を
指示

実施回数等の把握

・考査等による確認

・国による検査(原子力) 

取自治体､地域の声・意見 等

品質目標の設定
活動計画等

原子力の保安活動に
係る管理サイクル*1

員
会

推
進
委
員
会

指示

②意識面での確認・評価

意識調査（アンケート等）

り
組
み
実
施

自治体､地域 声 意見 等

社内計画

社内計画の
管理サイクル*2

活動計画等

社内計画の
管理サイクル*2

に
よ
る
全
体

意識調査（アンケ ト等）

・意識変化、定着度合い
・意欲、態度

教育受講後の

施
社内計画

・次年度計画策定時に
年間の活動を評価し、
改善

各職場の業務計画

管理サイクル

体
評
価

理解度確認､習熟度検査

等現場の声・意見
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※上記について、明文化が適切なものは、
社内規則の制改定を実施

*1：品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）など
*2：経営計画や各職場の業務計画など



1

対策No.

テーマ １．原子力施策の確実な実施（1/3）

○通報実績件数：1,477件（約130件／月）

（１）迅速かつ確実な対外通報

➣ ＦＡＸ送信記録、不適合書類等との比較により、第一報の作成漏れ、通報漏れがないことを確認。

➣ 業務効率化と速報の作成漏れ防止のため、第一報から後工程（作業依頼等）に至るデータを一元
管理し、帳票作成・検索機能を有するシステム構築。H22/3月から試運用し、4月から本運用予定。

■発電所員の意識変化（所員アンケート）

Ｑ. 全ての異常事象を通報することで、「隠さない・隠せない」観点での意識の変化はあったか？

異動してきたため
変化の比較が
出来ない

【H21/9月調査（回答360人）】

形式的であり
変化なし
1人(0.3%)

その他1人

「隠さない」観点での意識変化
否定的回答（形式的であり意識変化なし）の

割合

3.7

6

％

変化あり
185人(51%)

84人
(23%)

89人
(25%)

1.2

0.3
2

4

従来から
全て報告

(25%)

➣ 第 報の作成 通報が確実に実施されるとともに 隠さない意識は所員に定着している

0

H19.9 H20.9 H21.9
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➣ 第一報の作成・通報が確実に実施されるとともに、隠さない意識は所員に定着している。

➣ 新システムを活用し、今後も迅速かつ確実な通報を実施していく。
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対策No.

テーマ １．原子力施策の確実な実施（2/3）

（２）原子力安全文化意識レベル調査結果（外部組織による評価の活用）

○電力中央研究所による「発電所員」の安全文化意識レベル調査を実施（H21/10月）

［設問の分類］

個 安全意識 行動

1 仕事に対する誇り・

やりがい
2 安全に対する

謙虚な姿勢

18 意思決定の的確さ・

　スピード

H19/6

H20/1

H20/10

H21/105点

個人の安全意識・行動
職場の安全管理
職場の組織風土

有効回答数：315

3 作業安全規則の遵守

4 安全に対する

　積極的な意識

16 組織内外のコミュニケー

ションの活発さ

17 職員への動機付け 4

3

2
総質問数 ：135

5 安全に対する

　積極的な行動

6 工程よりも安全を14 職場での協調性・

15 職場における上下の

信頼関係

2

1

➣ 安全文化意識は、前回と比べ
一部に統計上明らかな改善も
見られた。

（18.意思決定の的確さ・スピード）

6 工程よりも安全を

　重視する態度

7 安全教育の充実
13 保守的風土の弊害の

少なさ

14 職場での協調性

人間関係

➣ 評価結果を各職場にフィード
バックし、業務や職場環境等の
点検に活用する。

➣ 今後とも定期的に意識調査を

8 顕在的リスクへの

対処と活用

9 潜在的リスクへの

対処と活用
10 安全活動の実施

体制と取り組み

11 管理層の安全に

　対する取り組み姿勢

12 若年者と高齢者の

　少ないギャップ

11

➣ 今後とも定期的に意識調査を
実施し、継続的な取り組みを
進めていく。

体制と取り組み



1～4,20

対策No.

テーマ １．原子力施策の確実な実施（3/3）

（３）非常用ディーゼル発電機トラブルの対応

H21年11月12日 ・非常用ディーゼル発電設備Ａ号機から潤滑油（約100cc）が排出。保安規定を満足していないと
判断し、速やかに国、県、町に連絡。

11月13日 ・Ｂ号機からも潤滑油（約4cc）の排出を確認。２台の非常用ディーゼル発電設備の動作可能が

確認できないため、保安規定に従い原子炉停止。

12月４日 ・原因と対策を国，石川県及び志賀町に報告。

12月６日 ・対策後の事前確認試験中にＡ号機から潤滑油（約20cc）が排出 速やかに国 県 町に連絡12月６日 対策後の事前確認試験中にＡ号機から潤滑油（約20cc）が排出。速やかに国、県、町に連絡。
・原因について、実設備での調査のみならず、実機を模擬した試験装置を作成し、あらゆる可能性
について幅広く調査を実施。

H22年１月21日 ・12月６日発生事象に関する原因と対策を国、石川県及び志賀町に報告。

【11月発生事象の原因と対策】【11月発生事象の原因と対策】

＜対策＞

圧力制御逆止弁を磨耗の発生

しにくい構造の弁に交換 等

圧力制御逆止弁の動作不良摺動痕

（摺れた痕）

圧力制御逆止弁
分解点検状況

（潤滑油の供給を調整する弁）

冷

負圧

ピストンリングの
切れ間を通じて、

流入した潤滑油

＜対策①＞
潤滑油プライミング
ポンプ間欠運転

＜原因①＞
機関停止後に
シリンダ内が
負圧となる

【12月発生事象の原因と対策】

切れ間を通 、
潤滑油がシリンダ内
へ流入する。

ピストン内を冷却した潤滑油が
下部へ落ちる際に、連接棒頂部

＜原因②＞
系統全体の潤
滑油供給量が
多く，連通孔を
通じ連続的に

ポンプ間欠運転

＜対策②＞
戻り配管の設置

12

に当たって跳ね返り、連通孔に
流入する。

吸い上げられた

➣ 迅速な対外通報・原因分析・対策等、再発防止対策に沿った一連のトラブル対応を確実に実施。



【参考】 11月発生事象の原因と対策
揺れ腕装置 ：潤滑油の流入経路

圧力制御逆止弁の動作不良

圧力制御逆止弁
機関運転時に開いて潤滑油を供給
機関停止時に閉じて潤滑油の供給を停止

圧力制御逆止弁より

給・排気弁

摺動痕

（摺れた痕）

圧力制御逆止弁

機関停止時に閉じて潤滑油の供給を停止

ｲﾝｼﾞｹｰﾀ弁

給 排気弁

シリンダ圧力制御逆止弁分解点検状況（写真）

インジケータ弁
フィルタ ピストン

拡大図

ピストン

発電機

潤滑油流入経路

現状の圧力制御逆止弁 変更後の圧力制御逆止弁

弁箱

変更前の圧力制御逆止弁 変更後の圧力制御逆止弁

≪対策≫
圧力制御逆止弁を磨耗の発生しにくい構造の弁に交換 等

機関付潤滑油ポンプ
クランク軸

オイルパン 長い 短い

弁箱

間 隙

弁体

潤滑油プライミングポンプ

ディーゼル機関

潤滑油プライミングポンプ
デ ゼ 発電機を速 か 起動 きる

･　部の間隙が狭いため，摺動が
発生しやすい

･　部の間隙が広いため，摺動が
発生しにくい

スプリングば ね

○弁体と弁箱の間隙が広い○弁体と弁箱の間隙が狭いた

13

ディーゼル発電機を速やかに起動できる
よう機関の停止中において，各部へ潤滑
油を供給するポンプ

 発生しやすい 発生しにくい

･スプリング巻数が少なく荷重が
 偏りやすい

･スプリング巻数が多く荷重が
 偏りにくい

･スプリング先端から弁座までの
 距離が長いため弁体が安定せず

･スプリング先端から弁座までの
 距離が短いため弁体が安定

○弁体と弁箱の間隙が広い

ため、摩耗が発生しにい。

○ばねの巻数が多く、弁体

が安定

○弁体と弁箱の間隙が狭いた

め、摩耗が発生しやすい。

○ばねの巻数が少なく、弁体

が安定せず



【参考】１２月発生事象の原因と対策
連通孔：連通孔：
シリンダ内面の油膜をピストンを介して，ピストン
下部（クランク室）に戻すための孔

潤 滑 油 流 入負 圧負 圧シ リ ン ダ

機 関 停 止 後 、 温 度 が
低 下 し て 負 圧 と な る

流 入 し た 潤 滑 油

給・排気弁原 因

冷 却

冷冷温

ピ ス トン

連 通 孔

ピ ス トン リ ン グ

ピ ス トン リ ン グ の 切 れ 間 を
通 じ て 、 潤 滑 油 が シ リ ン ダ
内 へ 流 入 す る 。

連 通 孔

①機関停止直後の高温状態

②給・排気弁が「閉」のシリンダ
では，密閉状態となるため， ③更に潤滑油が連続して供給

圧 縮 ， 膨 張 行 程 で 停 止
（給 ・排 気 弁 「閉 」 ）

連 接 棒

ピ ス トン 内 を冷 却 し た 潤 滑 油 が
下 部 へ 落 ち る 際 に 、 連 接 棒 頂 部
に 当 た っ て 跳 ね 返 り 、 連 通 孔 に
流 入 す る 。

連 通 孔

クランク室側

①機関停止直後の高温状態 では，密閉状態となるため，
時間経過とともに，温度が低
下し，内部が負圧となる

③更に潤滑油が連続して供給
された場合に，シリンダ内へ
潤滑油が流入

シリンダ部シリンダ部圧力制御逆止弁

対 策
＜対策①＞潤滑油プライミングポンプ間欠運転

シリンダ内部

リ 部

インジ
ケータ弁

シリンダ内部

リ 部

フィルタ

機関停止後のポンプの運転方法を「連続運転」から
「停止後，３０時間は，間欠運転（５分間運転－15分
間停止繰り返し） 」に変更

○ポンプ停止中，ピストン連通孔からシリンダ内へ空気を
流入させ，シリンダ内の負圧を低減

＜原因①＞
機関停止後に
シリンダ内が
負圧となる

機関付潤滑油ポンプ
クランク軸

発電機

ピストン

クランク軸

②戻り配管の設置

ピストン

＜原因②＞
系統全体の潤
滑油供給量が
多く 連通孔を

流入させ，シリンダ内の負圧を低減
○ピストンリング部に空気層を形成させ，潤滑油の吸い

上げを抑制

＜対策②＞戻り配管の設置

ポンプ出口側に戻り配管を設置し，機関入口潤滑油
圧力を低減 （0.18ＭＰａ →0.06MPa）

負圧となる
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潤滑油
プライミングポンプ ①間欠運転

ディーゼル機関

多く，連通孔を
通じ連続的に
吸い上げられた ○ピストンへの潤滑油供給量を減少(1.24m3/h→0.7m3/h)

させ，ピストン連通孔から流入しにくくする

を低減 （ ）



6,7

対策No.

テーマ ２．コンプライアンスの徹底（1/2）

①全従業員対象のコンプライアンス研修

（１）グループ全体でのコンプライアンス意識向上に向けた取り組み

■習熟度検査結果（H22/1月末）

［当社］

➣ 社外講師による集合研修
（一般職3,061名､一般役職1,171名､特別管理職507名受講）

➣ 階層別教育におけるコンプライアンス研修（767名受講）

3,606

3,000

4,000

5,000名 ・当社社員を対象に、「行動規範」に
関するコンプライアンス事例 20問
を出題
・理解度目標：８０点
（未達者は合格するまで再検査）

➣ 階層別教育におけるコンプライアンス研修（767名受講）

・新入社員～特別管理職まで７階層のカリキュラムに
盛り込み

［グループ会社］

1,026

87 11 3
-

1,000

2,000

100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 60点未満

➣ 子会社等（15社）の社員全員が受講（対象者 約2,000名）

・当社は各社のニーズに応じ、

当社研修への参加受け入れや講師派遣等の支援を実施

②経営幹部・特別管理職コンプライアンス研修

➣ 当社役員及び特別管理職（約600名）に加え、グループ

会社幹部（約200名）も受講

H21年度 第1回(H21/5) 中尾政之氏（東京大学大学院）▻ H21年度 第1回(H21/5) 中尾政之氏（東京大学大学院）
「人の振り見て我が振り直せ～失敗のナレッジを勉強すれば
必ず役に立つ」

▻ 同 第2回(H21/9) 信崎健一氏（雪印乳業㈱）
「新生雪印グループの取り組み」

15

新生雪印グル プの取り組み」

▻ 同 第3回(H22/1) 久保利英明氏（弁護士）
「コンプライアンス経営の潮流～事案から学ぶ経営幹部の要諦」 【経営幹部・特別管理職研修(H21/5）】



8,10

対策No.

テーマ ２．コンプライアンスの徹底（2/2）

③メールマガジンの発信

➣ グループ全体に最新情報をタイムリーに提供

・「永原だより」(11回発信)
■メールマガジン活用実績

･･失敗に学び、安全意識をさらに高めよう 等

・「コンプライアンスメールマガジン」(13回発信) 

･･ソフトウエアの不正使用の禁止 等

当社の集団討議、職場ミーティ
ング等での活用件数（全店）

796件

■職場元気度診断＜H21/10月＞
※グループ会社

④職場 の集団討議 ■職場元気度診断＜H21/10月＞

Ｑ：あなたの職場の同僚は、日頃から行動規範を
遵守するなどコンプライアンスを徹底している。

※グル プ会社
は12月実施④職場での集団討議

［当社］

➣ 各職場で創意工夫して自律的に実施（1回／3ヵ月）

（例）コンプライアンスリーダー（本店副部長・支店支社
全くその通り=5点(5段階評価)

N= 当社4 063
5.0点

・「１つのテーマに対し多面的に意見交換している」

（例）コンプライアンスリーダー（本店副部長・支店支社
部長クラス）を中心に、自職場で事例作成、年代別等
にグループ分けして討議 等

　　　　　　　　N= 　当社4,063

　　　　　　　　　　　ｸﾞﾙｰﾌﾟ2,1934.444.35
4.22

3.95
3.84

3 5

4.0

4.5

当社

グループ

れまでの取り組みにより 当社

「職場の風通し改善にも効果あり」との声あり

■集団討議後アンケート

自分の考えや行動に良い刺激と
なったか（肯定層の割合）

98％

3.0

3.5

H19 H20 H21

グル プ

会社

➣ これまでの取り組みにより、当社・
グループ会社ともに、コンプライアン
ス意識は着実に向上している。

➣ 今後も各職場での活動を中心とした

［グループ会社］

➣ 子会社等（15社）で年1～2回実施

「討議に不慣れ との声に対応し 当社はメ ル

なったか（肯定層の割合）

16

取り組みやグループ会社支援を継続し
グループ全体の底上げを図っていく。

・「討議に不慣れ」との声に対応し、当社はメール

マガジンや討議事例の配布、責任者を対象とした

推進研修等の支援を継続的に実施



14,16

対策No.

テーマ
３．社内外での双方向コミュニケーションの推進（1/3）

○あらゆる機会を通じた「安全最優先」の社内への周知

（１）「安全最優先」の社内への周知・徹底

➣ 社内ＴＶ放送や社内報等による社長メッセージや再発防止

対策の取り組み紹介

➣ 「隠さない風土と安全文化」の定着を柱とした

■職場元気度診断＜H21/10月＞

Ｑ：あなたの職場では、経営方針や経営目標が
職場全員に浸透している。

「平成21年度総合経営計画」の説明会を開催し、

社内及びグループ会社従業員へ周知（42回）

全くその通り=5点(5段階評価)

 　　　　　　　　N=4,063

3.59
3.74

3.914.0

4.5 点

（２）経営層と現場第一線社員とのフランクな対話

3.0

3.5

H19 H20 H21

○対話活動実績：延べ166回（1,810名参加）

➣ 「現場とトップの結節点」である現場第一線役職者との

対話に重点を置いて実施

・より意見を言いやすくなるよう運営を工夫

（少人数による実施など）

■対話参加者の評価（対話後アンケート）

➣ メッセージ発信や対話活動
等を通じ、経営トップの安全
最優先に関する方針や熱意が

質問 H19 H20 H21

経営層の安全最優先や法令遵守への熱意が
伝わったか

90％ 97％ 97％

言いやすい雰囲気で意見（思い）を話せたか 75％ 88％ 94％

最優先に関する方針や熱意が
社内に着実に浸透するととも
に、経営層と現場の意思疎通
が図られている。

➣ 今後も 社長メッセージの

17

言いやすい雰囲気で意見（思い）を話せたか 75％ 88％ 94％ ➣ 今後も、社長メッセ ジの
発信や、役職者を中心とした
対話活動を継続していく。



14,15-2

対策No.

テーマ
３．社内外での双方向コミュニケーションの推進（2/3）

○各種媒体を通じた継続的発信

➣ 新聞広告 テレビＣＭ等を活用した「安全最優先」の取り組みＰＲ

（３）地域への「安全最優先」メッセージの発信 【新聞広告】

➣ 新聞広告、テレビＣＭ等を活用した「安全最優先」の取り組みＰＲ

➣ 志賀町ケーブルテレビを通じた発電所情報の提供（随時）

➣ 報道公開による原子力や電気の安定供給を守る取り組みＰＲ
（原子力関係7回、その他38回）

【報道公開（志賀2号機定期検査）】
（４）地域の皆さまとの双方向対話活動

○有識者の方々や各種団体の皆さまへの当社からの迅速で分かりやすい

情報提供とご意見聴取を継続実施情報提供とご意見聴取を継続実施

➣ 有識者との対話活動（訪問）

延べ5,430名［志賀町･隣接市町 3,580名(再掲)］

➣ 各種団体の皆さまとの対話・理解活動

・説明会(訪問等) 延べ 291回［志賀町･隣接市町 136回(再掲)］
・発電所見学会 延べ 240回［志賀町･隣接市町 33回(再掲)］

＜地域の皆さまの声＞

○12月訪問実施時（非常用ディ ゼル発電機トラブル公表時）○12月訪問実施時（非常用ディーゼル発電機トラブル公表時）

▻ 一回一回信頼をなくしており、町民の目は厳しい。今後の対応をしっかりしなくてはいけない。

▻ 慌てず原因究明と対策をしっかりとり、早く運転再開できるよう頑張ってほしい。

○１月訪問実施時（同上 原因・対策公表時）

高 授業料を払 たが 今後 発電所運営 は長 は良か た はな か かりと

18

▻ 高い授業料を払ったが、今後の発電所運営には長い目では良かったのではないか。しっかりと

運転してほしい。

▻ ここまで徹底的に調べたことはこれからに繋がる。しっかり安全に運転するよう頼みます。



14,15-2

対策No.

テーマ
３．社内外での双方向コミュニケーションの推進（3/3）

■北陸電力に関する意識調査（ＷＥＢ調査）＜北陸3県：600サンプル／回、能登：100サンプル／回）＞

＜再発防止対策の取り組みに対する評価＞ ＜業務取り組みイメージ＞ ※H21から
新規調査

53

31

35

52

12

17

H21.6北陸

H20.6北陸

51

49

36

36

13

15

H21 9北陸

H21.6北陸

【積極的な情報公開】 【安全最優先で業務に取り組んでいるか】

新規調査

29

60

56

58

41

28

32

32

30

12

12

10

H20.6能登

H22.2北陸

H21.12北陸

H21.9北陸

陸

31

50

52

51

53

35

32

36

16

15

16

13

H21 6能登

H22.2北陸

H21.12北陸

H21.9北陸

50

43

49

48

32

34

38

36

18

23

13

16

H22.2能登

H21.12能登

H21.9能登

H21.6能登

能登

37

33

37

31

40

26

47

53

23

41

16

16

H22.2能登

H21.12能登

H21.9能登

H21.6能登

0% 20% 40% 60% 80% 100%

能登

評価層 中間層 否定層

0% 20% 40% 60% 80% 100%

肯定層 中間層 否定層

➣ 「積極的な情報公開」に対する評価は高まっている一方、安全最優先での業務取り組み姿勢につい
ては、非常用ディーゼル発電機トラブルにより、特に12月の能登地区において否定層が増加した。

➣ 地域の皆さまに不安を与えたことを真摯に受け止め 志賀原子力発電所の安全運転に努めるととも

19

➣ 地域の皆さまに不安を与えたことを真摯に受け止め、志賀原子力発電所の安全運転に努めるととも
に、適時適切な情報発信と双方向の対話活動を継続していく。



14

対策No.

テーマ ４．技術力・品質管理の向上（1/2）

①安全文化に関する啓発活動

「安全文化 「安全最優先 に いて 全社的に

（１）安全文化の構築・劣化防止に向けた取り組みの推進

■各職場での自律的取り組みの広がり➣ 「安全文化」「安全最優先」について、全社的に

共通認識を持つとともに、安全や品質管理に関する

各職場での自律的取り組みを促進

・今年度は現場第一線役職者を対象に実施

■各職場での自律的取り組みの広がり

（例）▻ 危険箇所の見える化
▻ イラストを使用した危険予知活動
▻ 請負者への安全最優先の説明会 等

今年度は現場第 線役職者を対象に実施

･･日常業務のチェックや指導力発揮等、「部課長の
役割の重要性」を意識付け

･･意見交換や討議を通じ、現場の課題・意見等を集約

活動実績

■職場元気度診断＜H21/10月＞

Ｑ：あなたの職場の同僚は、業務の遂行にあたって
安全を最優先している。

➣ 活動実績

・当社事業所等：23回（377名参加）

・グループ会社： 6回（167名参加）

全くその通り=5点(5段階評価)

 　　　　　　　　N=4,063

4.45
4.34

4.15

4.5

5.0 点

＜啓発活動時のアンケートでの主な意見＞

3.5

4.0

H19 H20 H21

＜啓発活動時のアンケ トでの主な意見＞

▻ 上司と部下の認識のギャップに気付かされた。

▻ 安全最優先意識の風化防止のため継続してほしい。 等

＜意見交換での「現場の課題・意見」＞

➣ 各職場での自律的な取り組みが
定着するとともに、「安全最優先」
意識が引き続き高まっている。

▻ 何重ものチェック項目、チェック体制により業務が停滞、現場に
出る機会が減り技術力が低下する懸念がある。

▻ 教育・研修が多くなっており、内容の整理や時期の配慮を希望。等

②好取組事例の社内 の情報発信

20

意識が引き続き高まっている。

➣ 今後も事業所訪問や好取組事例
の紹介等を継続していく。

②好取組事例の社内への情報発信

・社内ＴＶ放送や品質管理ポータルにて継続的に紹介

（月1回）
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対策No.

テーマ ４．技術力・品質管理の強化（2/2）

①失敗事例の情報共有化

➣「失敗事例活用連絡会」開催実績：5回（うち 臨時1回）

（２）失敗事例に学ぶ仕組みの推進 ■ヒヤリハット登録件数

1614

12911500

件

➣「失敗事例活用連絡会」開催実績：5回（うち、臨時1回）

・社内規則を制定し、四半期ごとの開催をルール化

・他社事例を含む18件のトラブル情報を全社で共有化

･･「部門間の垣根を下げ連携を深めるのに有意義」等の声あり

991

464

212

21

0

500

1000

➣ 第一線職場での失敗に学ぶ自律的取り組み

■職場元気度診断＜H21/10月＞

Ｑ： あなたの職場の同僚は日頃から失敗事例を

重要視し、トラブルやヒューマンエラーの

（例）「事故トラブル事例検討会｣｢語り継ぐ失敗事例勉強会」

･･各職場の「失敗活用リーダー（副課長クラス）」が
中心となり 事例討議・勉強会を実施

0

H19/9 H20/3 H20/9 H21/3 H21/9 H22/2

②背後要因分析研修開催回数： 28回（延べ728名受講）

➣ 社内規則を制定し、入門から中核者までの階層を設定して
研修を継続実施

重要視し、 ラ ルや ン ラ

未然防止に努めている

全くその通り=5点(5段階評価)

 　　　　　　　　　　　N=4,063

3 80

4.04
4.17

4.0

4.5 点

中心となり、事例討議・勉強会を実施

研修を継続実施

③ヒヤリハット情報登録件数：623件（累計 1,614件）

➣ システムを改修し、検索機能や危険予知訓練シート作成

機能を付加

3.80

3.0

3.5

・品質管理ポータル等で具体的操作方法や活用例を紹介し

各職場での活用を促進

④「私の失敗談」の全社公開（1回／月）

今年度は部門長 支店長 支社長の失敗談を公開

➣ 失敗を言い出しやすい雰囲気が定着
するとともに、「失敗を活かす」意識
が引き続き高まっている

H19 H20 H21

21

➣ 今年度は部門長、支店長・支社長の失敗談を公開 が引き続き高まっている。

➣ 今後も失敗情報の共有化等を通じ、
トラブル防止に努めていく。

（自律的取り組み例）

各職場での討議等で、上司自らが失敗談を披露



Ⅱ．ヒューマンエラー低減に向けた取り組み
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テーマ ヒューマンエラー低減に向けた取り組み(1/3)

＜取り組みの経緯＞

志賀原子力発電所では、従来から「意識」と「仕組み」の両面からヒューマンエラーの低減・防止に取り組んできた。
さらに、２号機の今回の定期検査期間中に発生したヒューマンエラー事象を踏まえ、追加対策にも取り組んできた。

（前回 第10回再発防止対策検証委員会にてご説明済）（前回 第10回再発防止対策検証委員会にてご説明済）
以上に加え

① 前回検証委員会での「ヒューマンエラーが連続して発生したことを真摯に受け止め、今後、協力会社と

一体となった徹底した取り組みを要望する」とのご意見

② 「改善の意識」が現場の作業員に至るまで浸透していなければ、どのような対策も十二分な効果は期待② 改善の意識」が現場の作業員に至るまで浸透していなければ、どのような対策も十二分な効果は期待

できないとの認識

③ 石川県・志賀町からの「一層の信頼を得る観点から原点に立ち返って検討すべき」というご指示

↓

以上を踏まえ いま 度原点に立ち返り 現場の声に基づいた検討を実施以上を踏まえ，いま一度原点に立ち返り、現場の声に基づいた検討を実施

検討の結果

➣ １．体制の強化 ヒューマンエラー低減・防止に係る取り組みを着実に推進するための体制を強化

所長代理

社外アドバイザー所 長 所 長
強化後 委員会の活動について、専門の

立場から指導・助言

所長代理
ヒューマンパフォーマンス向上※推進委員会

強化前

安全･品質保証室長部長 部長

安全･品質保証室課長
安全･品質保証室長部長 部長

所長自ら対策に取り組むよう、所長を委員長とした委員会にするとともに委員構成
を見直し、委員に所長代理、室部長・関係課長、協力会社所長等を選任

ヒューマンパフォーマンス向上推進ＷＧ
推進委員会 決定 基本方針 基づき

23

ヒューマンパフォーマンス向上推進委員会

※ヒューマンエラー低減・防止を図るため、エラーの背後にある人間の行動と特性を把握し、個人や組織の能力を向上させること

（推進委員会で決定した基本方針に基づき
活動を具体的に展開）



テーマ ヒューマンエラー低減に向けた取り組み(2/3)
➣ ２．ヒューマンエラー低減・防止に
係る個別方策の策定

現場の作業員に至るまで「改善の意識」を浸透

改善課題（視点） 個 別 方 策

作業員に志賀発電所の特徴を
よく理解してもらう

入所時教育・資料

一体感 やる気 達成感を 現場でのコミュニケーション
させる観点から、協力会社と一体となった取り組

みを推進するため、現場作業の実態や作業員の声

も踏まえ、基本となる改善課題（視点）４点を

抽出し，具体的展開のための個別方策を策定

体感、やる気、達成感を
持ってもらう

現場でのコミュニケ ション
心に響く対応

作業にあたってのルール、注意
事項をより理解してもらう

効果的な確認・周知
監理員からの充実した説明

現場で使用する作業要領書を 分かり易い要領書の作成現場 使用する作業要領書を
より使いやすくする

分 り易 要領書 作成
エラーを起こしにくい要領書の作成

➣ ３．ヒューマンエラー低減・防止に係る継続的改善の仕組み（ＰＤＣＡ）の改善

管理職の関与を深めて個別方策を組織内へ浸透させるため，ＰＤＣＡに新たな項目を追加

Ｐ：① 個別方策の具体的実施計画の策定

② 実施計画の組織内への周知（管理職が方策及びその視点の重要性を繰り返し発信することで，組織内の全員がその趣旨を理解し，

不可欠な活動であることを納得して取組む）
ヒ
ュ

（下線部分：新たに追加した項
目）

Ｄ：① 個別方策の実施

② 管理職の現場観察で方策実施状況を把握し，自らの言葉と行動で指導・助言

ー
マ
ン
パ
フ
ォ
ー

教
育
の
充
実
・

Ｃ：① ヒューマンエラーの傾向分析と評価（管理職の現場観察により確認された指導事項等も含めて分析，併せて方策の有効性を評価）

② 効果の組織内への周知（管理職が方策の有効性を分析結果で示し，繰り返し発信することで組織内の全員がその活動の妥当性に確

信を持ち，次の段階に意欲を持って取組む）

ー
マ
ン
ス
に
係
る

体
系
化
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今後とも発電所各部と各協力会社が一体となって、ヒューマンエラー低減に向けた取り組みを継続的に推進

Ａ：新たな個別方策の策定



テーマ ヒューマンエラー低減に向けた取り組み(3/3)

改善課題（視点） 個 別 方 策

１．作業員に志賀発電所の 【入所時教育・資料】

【参考】個別方策内容の具体例

作業員 賀発電所

特徴をよく理解して

もらう

【入所時教育 資料】
○ 原子力の社会的影響が一般産業に比べて極めて大きいことや志賀特有の留意事項を中心とした教育の充実
○ 志賀で発生したトラブル事例を背景・要因毎に整理し、教育資料に反映
○ 当該定検で重点的に取り組むポイントを教育資料に反映 等

２．一体感、やる気、

達成感を持ってもらう

【現場でのコミュニケーション】
○ 目的（水漏れ防止 火災防止等）を｢見える化｣（着用ベストに表示）したパトロールの実施達成感を持ってもらう ○ 目的（水漏れ防止、火災防止等）を｢見える化｣（着用ベストに表示）したパトロ ルの実施
○ 安全・品質の良好事例に対する現場での称賛と所内ディスプレイによる周知
○ 作業開始時や終了時に監理員と作業員がface to faceで報告・確認
○ 現場における名前での声かけ 等

【心に響く対応】
○ 協力会社からの提案・要望（業務改善等）に対するタイムリーな応答
○ 電力からの種々の情報（不適合情報、災害速報等）のタイムリーな提供
○ 安全・品質の良好事例の表彰 等
○ 計画段階での作業環境（温度・騒音等）の配慮（対策検討） 等

３．作業にあたっての

ルール 注意事項を

【効果的な確認・周知】
○ 節目節目に応じた確認・周知ルール、注意事項を

より理解してもらう

○ 節目節目に応じた確認 周知
・発電所入所時：今回定検の重点実施項目
・事前検討会 ：当該作業におけるリスク
・ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）：当日作業における具体的リスク 等

【監理員からの充実した説明】
○ ルール、注意点について、根拠・考え方も含め、分かり易い言葉で説明
○ 当該作業における重要ポイント 協力会社に期待することの明確化 等○ 当該作業における重要ポイント、協力会社に期待することの明確化 等

４．現場で使用する

作業要領書を

より使いやすくする

【分かり易い要領書の作成】
○ 絵、写真の充実
○ 作業の流れを理解するためのフローシートの活用 等

【エラーを起こしにくい要領書の作成】
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より使いやすくする 【エラーを起こしにくい要領書の作成】
○ 潜在リスクの作業ステップ毎の見える化
○ 前回からの手順変更点の強調
○ 確実なチェックのための要領書の分冊化( ①分解時、②手入れ時、③組み立て時 ) 等



Ⅲ．今後の取り組み

○ 再発防止対策については 今後とも日常業務の中で○ 再発防止対策については、今後とも日常業務の中で
自律的にＰＤＣＡサイクルを回し、企業風土改革のための
「息の長い取り組み」として活動を継続してまいります。息の長い取り組み」として活動を継続してまいります。

○ また、各施策の実施状況や効果については、引き続き
社長を委員長とする「原子力安全信頼回復推進委員会」で社長を委員長とする「原子力安全信頼回復推進委員会」で
フォローしてまいります。

○ 当社の取り組みにつきましては 今後とも地域の皆さま○ 当社の取り組みにつきましては、今後とも地域の皆さま
との日常的な対話活動等を通じ、説明を行ってまいります。
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＜ＤＶＤ映像資料内容＞

内容 関連再発防止対策No.

１ 志賀町ＣＡＴＶの発電所情報（地域社会部） 地域の皆さまとの双方向対話活動
（N 15 2）（No.15-2）

２ 請負者との安全パトロールの協働実施

（敦賀火力発電所）

請負者との協働体制の推進（No.26）

（敦賀火力発電所）

３ 現場見える化活動

（手取電力部）

マイプラント意識向上のための施策の推進
（No.22）（手取電力部）

４ グループ会社におけるフランク対話活動

（北電テクノサービス㈱）

各職場での自律的活動の実施（No.8）

５ ヒューマンパフォーマンス向上推進委員会

（志賀原子力発電所）

－
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おわり
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